
様式第１号（第４条関係） 令和 年 月 日

防 犯 灯 設 置 申 込 書

（提出先）

川越市長 川 合 善 明

（申請者）

団 体 名

代表者名

住 所

電話番号

（参考・Fax番号： ）

1. 設置場所 川越市

2. 設置場所に電柱が（ 有る 無い ）有る場合 電柱番号

○で囲む （下記参照：例 神明―124）
3. 設置場所見取図（必ず目標となるものを記入してください。）

北

取付場所はわかりやすく示してください。

別紙にて地図等を添付していただいても結構です。

（防犯灯設置箇所の記入方法） （電柱番号の記入方法）

照射方向を明記してください。

防犯灯の向きを→で記入 電柱に 2枚の
ﾌﾟﾚｰﾄがある場合

電柱の位置を◎で記入
下段の番号を記入
（例：神明―124）

電 柱



【防犯灯の設置及び管理に係る留意事項】

１ 設置及び工事

自治会からの申請に基づき、防犯・交通安全課において現地調査及び設

置可否の確認後、施工し完了後に各自治会へ移管します。

２ 設置希望箇所に係る留意事項

・設置希望箇所については、公共性の高い場所で、原則として東京電力など

の電柱取付型（共架）とします。

・原則は電柱取付型（共架）の申請のみとなりますが、例外的に小柱建柱型

の防犯灯を希望される場合は、地権者の方の意向や引込線の関係で、設置

できない場合がありますこと御了承ください。

・設置希望箇所の電柱の場所が、民有地、公有地問わず必ず付近の住民の方々

（民地の場合地権者の方）と事前協議をお願いします。

３ 設置後の管理

自治会において維持管理するものとします。各自治会においては目視等

による点灯状況などの確認をお願いいたします。

・器具等の修繕

器具の故障や小柱の破損等については、本市予算で修繕しますので、必

ず防犯・交通安全課へ御連絡ください。

・防犯灯電気料補助

電気料の２分の１を限度として、予算の範囲内で補助いたします。なお、

補助金申請の手続きについては、別途、防犯・交通安全課からお知らせい

たします。

４ 申込数

各自治会電柱取付型（共架）１灯

本市予算の関係上、設置費用に限りがありますので、設置の必要性や公

共性の高い箇所を優先的に施工するため、御要望箇所に設置ができない場

合もございますこと御理解御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

５ 申込書の提出先

川越市役所 防犯・交通安全課（市役所本庁舎３階）

※ FAX、メールや最寄りの市民センターでの提出も可とします。

川越市役所 防犯・交通安全課 防犯推進担当

TEL049-224-5721（直通） Fax049-224-6705
ｱﾄﾞﾚｽ bohankotsu★city.kawagoe.lg.jp

（@を★に置き換えています）


